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 計画の概要 

 計画策定の背景と目的 

背景 

我が国における地域公共交通を取巻く状況は、人口減少や高齢化社会、新型コロナウイルス

感染症の流行を通した在宅勤務等、新しい生活様式の定着により、公共交通利用者の減少、ま

た、交通事業者の乗務員不足、燃料費高騰等による運行経費の増大というように、厳しさを増

しています。一方で、日々の暮らしの中で移動することは欠かせません。また、今後ますます深刻

化する人口減少と、高齢化に伴う運転免許返納の増加も踏まえると、地域公共交通はとても重

要な役割を担います。 

このような状況の中、国における「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（以下、

「地域交通法」という。）では、令和２年１１月に自治体と交通事業者の連携のもと「地域におけ

る輸送資源の総動員」による「地域公共交通計画」策定の努力義務化及び、最新技術等を活用

した既存の公共交通サービスの改善・充実の促進が示されました。また、令和５年１０月には、行

政、交通事業者、地域の主体等、あらゆる地域の関係者との連携・協働＝「共創」を通じた、利

便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通ネットワークの再構築＝「リ・デザイン」の必要性

が提唱されました。 

 

目的 

高砂市においても、将来にわたって地域の活力を維持していくには、人々の暮らしや活動を

支える地域公共交通ネットワークの形成とそのサービスの維持が不可欠です。 

しかしながら、高砂市は全国的な問題とともに、市民の多くが自家用車に依存した生活スタイ

ルが定着している状況、また、平坦な地形で自転車の利用が比較的多い特徴があり、地域公共

交通を取巻く状況は深刻です。 

持続可能な効率的かつ効果的な地域公共交通ネットワークとそのサービスを実現するために

は、地域公共交通に関わる各関係者、つまりは、そのサービスを提供する交通事業者、そして市

をはじめとした行政等の関係者、利用する地域住民が将来における高砂市の地域公共交通の

在り方や方向性を理解し、お互いを支え合い、地域公共交通政策に取組んでいくことが必要と

なります。 

そこで、高砂市民、交通事業者、行政が連携し、持続的な公共交通サービスの提供を目指す

「地域公共交通のマスタープラン」を明確にすることを目的とし、「地域交通法（平成１９年法律

第５９号）」に基づき、「高砂市地域公共交通計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 
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 計画区域 

本計画の計画区域は、高砂市全域を対象とします。鉄道や路線バスの市内外を連絡する路

線を含みます。 

 

 

図１-１ 計画区域 

 

 計画期間 

本計画の計画期間は、令和８年度（２0２６年度）から令和１７年度（２0３５年度）までの１０

年間とし、１０年後には計画の評価、見直しを行います。また、おおむね５年後の中間時点にお

いて、施策等の評価・見直し時期を設けます。加えて、高砂市を取巻く社会の状況が大きく変

わる等、必要に応じて見直しを図ります。 

 

 
 

図１-２ 計画期間 

 

計画評価・見直し 

 ～令和１７年度 

中間評価・見直し 

  令和１２年度 

計画策定 

令和８年度～ 
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 高砂市内の地域公共交通の概要 

高砂市の地域公共交通は、東西を結ぶＪＲ山陽本線、山陽電鉄が大量輸送を担っており、

市内の駅や病院施設等の主要施設等をつなぐ路線バス（神姫バス）、コミュニティバス（じょう

とんバス）が運行されています。また、タクシーによって、鉄道やバスでカバーできない需要に

対応しています。 

 

※じょうとんバス６１系統 市ノ池・高御位山観光ルートは、令和５年８月より試験運行開始された系統 

図１-３ 高砂市の公共交通運行路線図
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 計画の位置づけ 

計画の位置づけ 

本計画は、将来の地域公共交通ネットワークの全体像を示すうえで、高砂市の上位関連計

画、法令・国・兵庫県の地域公共交通方針との整合を図り、以下のように位置付けています。 

 

<上位計画>                        <国および県の方針> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の地域公共交通

活性化及び再生の

促進に関する基本

方針 

基本方針は地域旅客運送サービスの持続可能な提供・確保に資する地域公共交通の

活性化及び再生の推進のため、地域交通法に基づき定めたものです。 

本計画は地域公共交通の活性化及び再生の意義、目標、計画の作成や、計画に定める

事業に関する基本的な事項について、国の方針に準じて策定します。 

ひょうご公 共 交 通

１０カ年計画 

１０カ年計画は、兵庫県内の公共交通の維持・活性化を目指す計画であり、将来にわた

り持続可能な公共交通ネットワークの形成のため、国、県、市町、交通事業者、県民等

の関係者が連携・協働し、一体となって取組むべき方針を示しています。 

本計画は、県全体の計画を念頭に置きつつ、高砂市に関わる地域公共交通を対象に

策定します。 

第５次 

高砂市総合計画 

高砂市総合計画は、将来における高砂市のあるべき姿と進むべき方向についての基

本的な指針となる計画です。 

本計画は、総合計画で定められた高砂市の将来像、基本理念、目標等を捉えた上で、

策定します。 

高砂市都市計画 

マスタープラン 

都市計画マスタープランは、都市計画の観点における基本的な方針を長期的な視点に

たって定めた計画です。 

本計画は、マスタープランで定められた都市づくりのテーマ、理念、集約型都市構造を

目指した将来都市構造を念頭に置き、策定します。 

高砂市 

立地適正化計画 

立地適正化計画は人口減少に伴う財政効率低下の抑制を図るために、市街地のスポ

ンジ化等に対する施策をまとめたもので、都市機能施設の配置や公共交通ネットワー

クの見直しを検討し、高砂市の生活利便性の向上を図ることを目的とした計画です。 

本計画は立地適正化計画と連携した計画として、集約型都市構造を実現するための

基本理念、また、基本方針の１つである『鉄道路線間の連携を主軸とした公共交通

網』、そして、定められた居住誘導区域・都市機能誘導区域から将来の都市構造をイメ

ージしています。 

図１-４ 計画の位置づけ 

■第５次高砂市総合計画 

暮らしイキイキ 未来ワクワク 

笑顔と思いやり育むまち 高砂 

～SDGｓで共に夢を描こう～ 

<公共交通に関する政策> 

公共交通が暮らしの利便性を向上させるまち 

■高砂市都市計画マスタープラン 

高砂市地域公共交通計画 

（令和８年度～令和１７年度） 

高砂市 

立地適正化計画 

即する 

法令・国・兵庫県の公共交通方針 

●交通政策基本法、交通政策基本計画 

●地域公共交通の活性化および再生に

関する法律（令和５年改正） 

●ひょうご公共交通１０カ年計画 

整合・反映 

連携 

反映 
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国における「地域公共交通活性化及び再生の促進に関する基本方針」 

「地域公共交通活性化及び再生の促進に関する基本方針」（以下、「国の基本方針」とい

う。）は、地域交通法に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する、地

域公共交通の活性化及び再生を推進するため、国が定めたものです。 

国の基本方針には、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する、地域公共

交通の活性化及び再生の意義、目標、計画の作成や、計画に定める事業に関する基本的な事

項が定められています。 

 

 国の基本方針の目標 

地域公共交通の活性化及び再生に関する地域のニーズや課題は多種多様です。その中で

は、国民等の交通に対する需要が適切に充足されることが重要という交通政策基本法の基

本理念を踏まえつつ、地方公共団体や民間の多様な主体との共創、地域経営における連携

強化等を通じ、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通ネットワークへの「リ・デザイ

ン」を進めることが喫緊の課題と提唱されています。また、昨今発展が進むＡＩ・ＩＣＴ等の新技

術を活用したＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）や公共交通分野の脱炭素化に向けた

車両の電動化等のＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）のように、公共交通分野における

新しい取組みも進展しています。 

地域公共交通計画について地域の関係者が総合的に検討し、その地域にとって最適かつ

持続可能な公共交通のあり方について合意形成を図り、合意に基づき各主体が責任を持っ

て、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に向けた取組を推進することが重要で

す。このため、次の目標を追求すべきとしています。 

 

 
出典：地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（令和５年総務省告示・国土交通省告示第２号） 

 

国の基本方針における目標 

（1）住民、来訪者の移動手段の確保 

（2）地域社会全体の価値向上 

①コンパクトなまちづくりの実現 

②まちのにぎわいの創出や健康増進 

③観光振興施策との連携による人の交流の活発化 

④地球温暖化対策をはじめとする環境問題への対応 

（3）安全・安心で質の高い運送サービスの提供等 

①安全・安心な運送サービスの提供 

②シームレスな運送サービスの提供 

③定時性の確保、速達性の向上 

④乗りたくなるサービスの提供 

（4）新たな技術やサービスの活用による利便性向上の促進 

①新たな技術を活用した利用者の利便性向上 

②新たなモビリティサービスを活用した利用者の利便性向上 

③データの共有・利活用の促進 
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 計画に定める基本的な方針を検討する際の留意点 

地域公共交通に関するニーズや課題は多種多様であるため、地域の真のニーズやその地域

の抱える問題を精査する上で検討を行う必要があるとされており、検討にあたっては持続可

能な地域旅客運送サービスの提供を確保する観点から、次の点に留意することとしています。 

 

 

出典：地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（令和５年総務省告示・国土交通省告示第２号） 

 

国の基本方針における留意点（抜粋） 

（1）まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保 

・立地適正化計画をはじめとするまちづくり、観光振興等の地域戦略と一体での検討が必要 

・地域の実情に応じ、多様な運送サービスの導入、他分野との垣根を超えた連携と協働等を 

一体的に進めることが不可欠 

（2）地域全体を見渡した地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保 

・地域全体の公共交通をネットワークとして総合的に捉え、異なるモードや幹線・支線の役割 

分担も明確にし、交通機関相互の連携を十分に図る 

（3）地域特性に応じた多様な交通サービスの組合せ 

・地域特性に応じて、多様な交通手段を有機的に組み合わせて、地域の実情に応じ、最適な 

地域旅客運送サービスの持続可能な提供を確保する 

（4）住民の協力を含む関係者の連携と協働 

・住民が主体となって地域公共交通を考え、積極的・継続的関与を行うことが、地域公共交 

通の持続可能な確保の観点からも必要 

・地域の多様な関係者が連携と協働を行い、分野の垣根を越えて地域における潜在的な輸 

送需要に的確に対応することが必要 
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第５次高砂市総合計画の概要 

高砂市総合計画は、将来における高砂市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的

な指針となる計画です。 

 

●将来像：暮らしイキイキ 未来ワクワク 笑顔と思いやり育むまち 高砂 

～SDGｓで共に夢を描こう～ 

●基本理念：①誰一人取り残さない 

②市民の命、財産を守る 

③魅力的なまちをつくる 

④持続可能なまちをつくる 

●基本目標： 

育み、認め合い、 

元気に生きるまち 

【共生】 

すべての人が希望を持ちながら笑顔で健やかに育ち、すべ

ての人がそれぞれの個性を認め合い、思いやり、健康に元

気に生きていく地域を共につくりましょう 

地域の魅力を共に 

創る、活力あるまち 

【共創】 

行ってみたいワクワクする魅力ある場所に行くことができ、

活力あるイキイキとした日常を安心して暮らせる、住みたい

まちを共に考え、つくりましょう 

楽しく、つながり合い、

活躍するまち 

【共感】 

誰かを思いやり、つながりを大切に、誰もが楽しく笑顔でイ

キイキと活躍し、未来にワクワク、夢を感じるまちを共につく

りましょう 

もっと行政が寄り添う

まち 

【共治・共有】 

市民の共有する財産でもある市役所職員や施設が、高砂市

の将来像の実現に向けて、もっと効果的に機能するよう、共

に取り組みましょう 

 

高砂市都市計画マスタープランの概要 

高砂市都市計画マスタープランは、都市計画の観点から長期的な視点にたって、社会・経

済情勢を踏まえるとともに、上位・関連計画との整合を図りながら、今後（概ね２０年）の都市

計画に関する基本的な方針を定める計画です。 

 

●都市づくりのテーマ：歴史・文化が息づく活力と潤いのある街 高砂 

～地域の魅力が光る人にやさしい都市づくり～ 

●都市づくりの理念： 

人にやさしく快適に 

暮らせるまち 

地域の特性を踏まえ、適切な土地利用と計画的な都市施設

の整備により、高砂市に暮らし活動するすべての人が安全

で快適に過ごせる都市環境を目指します。 

地域資源を活かした 

活力と潤いあるまち 

堀川周辺等の歴史的なまちなみ、十輪寺、生石神社等の歴

史資源、ため池、河川、海等の水辺資源を保全・活用し、先

人達が守り育ててきた歴史と文化の伝承を目指します。 

みんなで創る魅力ある

まち 

市民・行政・企業等が適切な役割分担の下、相互に連携し魅

力ある協働のまちづくりを目指します。 

 

 



 

 

８ 

 

●将来都市構造： 

「集約型都市構造」 山陽電鉄高砂駅周辺及び中島交差点周辺を都市交流拠点とし、

また、鉄道駅周辺を地域交流拠点と位置づけ、それらの拠点間を道路網、公共交通等

で結ぶことにより、連携強化を図った都市構造を目指します。 

 

【将来都市構造図】 
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高砂市立地適正化計画の概要 

高砂市立地適正化計画は、市街地のスポンジ化等に対する施策を取りまとめたものです。

人口減少に伴う財政効率低下の抑制を図るとともに、都市機能施設の配置や公共交通ネッ

トワークの見直しを検討することで、高砂市の生活利便性の向上を図ることを目的とした計

画です。 

 

●基本理念：「いつまでも暮らしやすい都市構造の維持・形成」 

●基本方針：①住みやすさを活かして、全域的に空き家の再流通・建て替え及び優良な 

住宅の新築を促進 

②市街地のスポンジ化対策により、インフラの使用効率を向上 

③現在の生活利便性の維持・向上を図る 

④鉄道路線間の連携を主軸とした公共交通網を目指す 

●居住誘導区域と都市機能誘導区域の設定： 

居住誘導区域 新規定住者を積極的に誘導するエリア 

都市機能誘導区域 
店舗や病院、福祉施設等といった特定の都市機能（誘導施設）を

積極的に誘導することで、生活利便性の維持・向上を図るエリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１０ 

 高砂市の現状と課題 

 高砂市の現況 

市勢・地勢 

高砂市は、兵庫県の中南部、播磨平野に位置し、北から東は加古川市、西は姫路市、南は

瀬戸内海播磨灘に接しています。 

高砂市は、市の東端を加古川の清流が南北に走り、その豊かな水利は優れた景観、肥沃な

土地といった豊かな自然環境の根源となっています。また、社寺や史跡が多く、市内各神社

で行われる秋祭り等の行事には多くの人々が訪れる観光地にもなっています。 

 

人口状況 

 人口推移および将来人口の見通し 

令和２年における高砂市の人口は、８9,９３２人、高齢化率は、２９.２％であり、平成７年か

ら人口減少・少子高齢化が続いています。 

将来人口においては、令和３２年には人口６１,９0２人、高齢化率３９.９%と推計されてお

り、更なる人口減少・少子高齢化の進行が予測されています。令和２年と比べると、人口は約

２万６千人の減少、高齢化率は１0.７ポイント増加する見込みが示されています。 

 

 

図２-１ 高砂市の年齢階層別人口と高齢化率の推移 

出典：高砂市統計資料、国立社会保障・人口問題研究所 人口推計 

 

 

 



 

 

１１ 

 行政区別の人口及び高齢化率 

行政区別の人口は、伊保地区が１８,０７２人で最も多く、次いで、米田地区が１７,６６５人

と多くなっています。 

高齢化率は、特に高砂・伊保・中筋・北浜地区では３０％以上を超えています。 

 

 

図２-２ 行政区別の人口及び高齢化率（上図：行政区別グラフ、下図：行政区域図） 

出典：高砂市町丁字別人口及び世帯数（令和７年） 



 

 

１２ 

 人口の分布状況 

人口の分布状況（２５0ｍ×２５0ｍの地区別）を見ると、ＪＲ山陽本線の宝殿駅周辺や山陽

電鉄の高砂駅・山陽曽根駅周辺に集積が見られます。 

 

図２-３ 人口の分布状況 

出典：令和２年国勢調査(２５0m メッシュ)をもとに作成 



 

 

１３ 

 高齢化率の分布状況 

高齢化率の分布状況（２５0ｍ×２５0ｍの地区別）を見ると、鉄道駅から離れた地域で、高

い高齢化率（５0％以上）が見られます。 

 

図２-４ 高齢化率の分布状況 

出典：令和２年国勢調査(２５0m メッシュ) をもとに作成 



 

 

１４ 

運転免許返納者数について 

令和元年から令和５年までの年間あたりの運転免許返納者数は、以下に示すとおりです。兵

庫県内では毎年１万人以上、高砂警察署では１００人以上の方が運転免許を返納しており、毎

年一定数の返納があることが分かります。このことから、免許を返納した高齢者を含め、免許を

保有しない方の移動手段を確保・維持する重要性が、ますます高まっているといえます。 

 

 
 

図２-５ 兵庫県内の６５歳以上の運転免許返納者数 

及び高砂警察署への運転免許返納者数 

出典：高砂市統計資料 

 

観光動向について 

高砂市における観光客数の推移は、令和２年度から令和３年度にかけて新型コロナウイル

ス感染症の流行により、大きく落ち込んだものの、令和５年度では、新型コロナウイルス感染

症の流行前よりも観光客数が増加しています。 

 

 

図２-６ 観光客数の推移 

出典：兵庫県観光客動態調査報告書 

 

R1年

R2年

R3年

R4年

R5年

合計

兵庫県内の高齢者

運転免許返納者数

高砂警察署への

運転免許返納者数

178

147

143

748

28,124

23,207

21,434

19,182

17,126

109,073

140

140



 

 

１５ 

産業・経済の状況 

事業所数は、平成２１年以降減少し、従業者数は微減となっています。地区別に平成２６年

と令和３年の事業所数、従業者数を比較すると、事業所数はすべての地区で減少、従業者数

は阿弥陀地区、北浜地区を除き減少しています。 

また、製造業の事業所数と従業者数は、平成２５年以降ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 
 

図２-７ 事業所数と従業者数の推移 

 

 
 

図２-８ 地区別事業所数            図２-９ 地区別従業者数 
出典：経済センサス基礎調査、経済センサス活動調査 

 

 
 

図２-１０ 製造業の事業所数と従業者数の推移（従業者４人以上の事業所） 
出典：工業統計調査、経済センサス活動調査、経済構造実態調査 

 

 



 

 

１６ 

 公共交通を取巻く現状 

働き方改革関連法の施行により、２0２４年４月から自動車の運転業務に対する、時間外労

働の上限規制が適用されたことで、公共交通においてはバスの乗務員が不足し、減便や路

線・系統の廃止等、既存サービスを維持できなくなることが懸念されています。 

また、乗務員の高齢化や退職者の増加による担い手不足の中で、既存サービスの維持にあ

たっては、乗務員の確保に加え、地域公共交通の需要・必要性の確認や廃止・減便時の代替

手段等、地域の利用実態に沿った見直しが必要となります。 

 

 

  

 
 

図２-１１ ２0２４年問題の概要 

 



 

 

１７ 

 地域公共交通の運行状況・利用実態 

鉄道（ＪＲ山陽本線・山陽電鉄）の運行状況・利用実態 

 鉄道（ＪＲ山陽本線・山陽電鉄）の運行状況 

高砂市内の鉄道は、東西を結ぶＪＲ山陽本線・山陽電鉄が運行しており、大量輸送を担って

います。高砂市内には、ＪＲ山陽本線の宝殿駅、曽根駅、また山陽電鉄の高砂駅、荒井駅、伊

保駅、山陽曽根駅の６駅が立地しています。山陽電鉄の大塩駅は市外に位置しますが、高砂

市の西部北浜地区等からのアクセス圏内にあります。 

    
図２-１２ 鉄道の運行路線網 

出典：国土数値情報及び事業者資料（令和７年現在） 

JR 山陽本線 宝殿駅（大阪方面）では 

平日の朝７時台は６本 

夕方１８時台は４本の運行 

山陽電鉄 高砂駅（大阪方面）では 

平日の朝７時台は１５本 

夕方１８時台は９本の運行 
※高砂市内に発着する便のみ記載 



 

 

１８ 

 鉄道（ＪＲ山陽本線・山陽電鉄）の利用実態 

高砂市内の鉄道(ＪＲ山陽本線・山陽電鉄)における乗客数の推移は、令和元年までほぼ横

ばいの傾向にありましたが、令和２年は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、いずれの路

線ともに乗客数が減少しました。令和５年までの乗客数は、回復傾向となっていますが、新型

コロナウイルス感染症が流行する以前の乗客数までには回復していません。 

 

 

※乗客数（ＪＲ山陽本線：曽根駅・宝殿駅の乗客数合計 

山陽電鉄：高砂駅・荒井駅・伊保駅・山陽曽根駅の乗客数合計） 

 

図２-１３ 鉄道（ＪＲ山陽本線・山陽電鉄）の乗客数の推移 

出典：高砂市統計資料 

 

 



 

 

１９ 

路線バスの運行状況 

高砂市内において発着する路線バスは、宝殿駅、曽根駅から神姫バスが運行しており、高

砂市外の姫路市・加古川市との移動手段として幹線的な役割を担っています。 

 

  

※点線は高砂市外の区間 

図２-１４ 路線バスの運行路線網 

出典：国土数値情報及び事業者資料（令和７年現在） 

 



 

 

２０ 

じょうとんバスの運行状況・利用実態 

 じょうとんバスの運行状況 

高砂市内の主要駅（宝殿駅、曽根駅、高砂駅）から、コミュニティバスであるじょうとんバス

が４系統+観光ルート１系統で運行しており、市内における地域住民の日常的な移動手段を

担っています。また、６１系統は、じょうとんバスミニで令和５年８月から試験運行が開始され、

令和８年４月から本格運行を検討する系統です。 

   

※６１系統は、令和５年８月より試験運行開始、令和８年４月から本格運行を検討する系統 

図２-１５ じょうとんバスの運行路線図 

出典：国土数値情報及び事業者資料（令和７年現在） 



 

 

２１ 

 じょうとんバスの利用実態 

じょうとんバスの１日あたりの乗客数の推移は、令和２年度に新型コロナウイルス感染症の

影響に伴い、減少したものの令和３年度以降は、回復傾向となっています。ただし、新型コロ

ナウイルス感染症が流行する以前の乗客数までには回復していません。 

 

図２-１６ じょうとんバス乗客数の推移 

出典：高砂市統計資料 

 

じょうとんバスの系統別利用実態 

じょうとんバスの系統別の年間乗客数は、約１２0,０００人です。米田西ルートが令和４年度

以降に７０,０００人を超えており、他の系統は、４００人程度～１３,０００人程度となっています。 

 

 

 

 

 

 

系統 系統名 運行開始 運行休止 

１１ 米田西ルート 令和３年１0 月より － 

３１ 曽根高砂ルート 令和３年１0 月より － 

４１ 北浜ルート 令和３年１0 月より 令和５年９月 

１２ 米田東ルート 令和３年１0 月より － 

２１ 曽根宝殿ルート 令和３年１0 月より － 

１３ 高砂循環ルート 令和３年１0 月より 令和５年９月 

５１ 高砂町・向島観光ルート 令和５年８月より(試験運行) 令和７年３月 

６１ 市ノ池・高御位山観光ルート 令和５年８月より(試験運行) － 

※令和５年度の運行系統のみ記載のため、年度別の合計値は「図２-１６ じょうとんバス乗客数の推移」の値に一致しない 

図２-１７ じょうとんバスの系統別乗客数 

出典：高砂市統計資料 

米田西ルート

曽根高砂ルート

北浜ルート

米田東ルート

曽根宝殿ルート

高砂循環ルート

高砂町・向島観光ルート

市ノ池・高御位山観光ルート



 

 

２２ 

公共交通空白地・不便地 

 公共交通空白地・不便地の考え方 

高砂市における公共交通空白地は、鉄道やバス、タクシーといった公共交通サービスの勢

圏域にカバーされていない地域を指します。高砂市では各勢圏域を次のとおりとします。 

 

表２-１ 勢圏域の考え方について 

機関 勢圏域 説明 出典 

鉄道 ８00ｍ 徒歩１０分程度 国土交通省都市局都市計画課 

都市構造の評価に関するハンドブック バス ３０0m 徒歩５分程度 

タクシー 配車３０分以内の範囲 配車可能範囲を考慮 
地域公共交通会議に関する国土交通

省としての考え方について 

 

 

出典：地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について 

 

 鉄道、バスによる人口カバー率 

高砂市の総人口に対し、鉄道やバスにおけるサービスの勢圏域にカバーされている地域の

人口との割合を「鉄道、バスによる人口カバー率」として算出した結果、約７９.9％となりまし

た。 

 

 

【タクシー勢圏域の考え方】 

・タクシー事業者の営業所からの配車を想定し、３０分内に配車可能な領域を設定しました。 

・市内の法定規制速度は道路によって３０km/ｈ～60km/ｈで定められている中で、一定速度で 

の走行はできませんが、時速１０、２０km/ｈとかなりの低速であっても、直線距離で５ｋｍ、１０

km と、市の東西方向、南北方向の端から端を網羅する距離です。（高砂市の東西方向の距離

は約７ｋｍ、南北方向は約１０km） 

・参考に、経路検索サイト（NAVITIME、GoogleMaps）における、市の北端の鹿嶋神社から南

端の向島公園への所要時間を検索すると、約２５分となります。 

（参考）速度毎の３０分での直線距離 

時速１０km/ｈ×３０分⇒５ｋｍ 
時速２０km/ｈ×３０分⇒１０ｋｍ 
時速３０km/ｈ×３０分⇒1５ｋｍ 

 

鉄道、バスによる人口カバー率＝ 

次ページの「図２-１８」で示す鉄道、バスの勢圏域内における人口／高砂市の総人口×100％ 



 

 

２３ 

 高砂市の公共交通空白地・不便地 

鉄道やバスにおけるサービスの勢圏域にカバーされている地域がある一方、カバーされて

いない地域も存在します。そのような地域については、鉄道、バスを利用する際に、一般的な

徒歩圏以上の距離の移動が必要になるため、不便な地域といえます。そこで本計画では、そ

のような地域を公共交通不便地と定義し、後述する事業（バス路線再編でのじょうとんバスミ

ニの活用等）で対応を検討する方針とします。 

なお、高砂市では、市全域がタクシーにおける３０分の配車可能範囲に含まれているため、

公共交通空白地に該当する地域は存在しません。 

 

 
図２-１８ 公共交通空白地・不便地 



 

 

２４ 

アンケート調査結果等による移動実態やニーズ 

第６回近畿圏パーソントリップ調査や市民アンケート調査結果より、市民の移動実態や公共

交通に対するニーズ等を整理しました。 

 自家用車の利用状況について 

自家用車の利用状況に関する回答からは、１８歳～６４歳は自家用車を自分で運転する人

が多く見られ、市民の自家用車に依存した生活スタイルの定着状況がうかがえます。一方で、

６５歳以上、７５歳以上と高齢の方ほど、自分で運転しない人の割合が多くなっています。 

 
図２-１９ 自家用車の利用状況 

出典：市民アンケート調査（令和６年実施） 

 公共交通の維持に対する考えについて 

公共交通の必要性や利用等に関する回答からは、必要性・重要性への理解度は確認でき

たものの、公共交通維持・活性化に向けた活動への参画意向は低いことが明確となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

図２-２０ 公共交通の維持に対する考え 
出典：市民アンケート調査（令和６年実施） 

 外出時の移動に関する不安・不満について 

外出時の移動に関する不安・不満に関する回答からは、「将来、運転ができなくなった時が

不安」との回答がどの年代でも多くなっており、将来に向けて公共交通を維持していくことが

重要だということが分かります。 

 
図２-２１ 外出時の移動に関する不安・不満 

出典：市民アンケート調査（令和６年実施） 



 

 

２５ 

 市内外移動状況について 

市内外の移動状況を見ると、市内から市外への移動需要は過半数を超えていることが確

認できます。 

  

図２-２２ 市内外移動状況 

出典：第６回近畿圏パーソントリップ調査（令和３年） 

 高砂市内の鉄道駅と出発地や目的地までの交通手段について 

鉄道駅と出発地や目的地までの交通手段（駅端末交通）を見ると、バスや自動車、自転車

等の割合が見られることから、乗り換え需要があることが確認できます。 

 

図２-２３ 高砂市内の鉄道駅と出発地や目的地までの交通手段 

出典：第６回近畿圏パーソントリップ調査（令和３年） 
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２６ 

 公共交通機関別の満足度について 

公共交通の満足度に関しては、一定の満足度が見られる一方で、運行時間、乗り継ぎ接続

性や駅周辺・タクシーの待機環境に関する改善の意見も確認されました。 

      

         

図２-２４ 公共交通機関別の満足度 

出典：市民アンケート調査（令和６年実施） 

 じょうとんバスの項目別満足度について 

じょうとんバスの運行内容に関しては、一定の満足度を得た項目もありますが、「運行時間

帯」「運行本数」では、不満足という回答も多くなっています。 

            

             
図２-２５ じょうとんバスの項目別満足度 

出典：じょうとんバス利用者アンケート調査（令和６年実施）

※回答者の各交通モードの 

利用状況により、 

有効回答数が異なる 



 

 

２７ 

 公共交通機関別の不満に感じることついて 

公共交通機関別の不満に感じる回答は、運行本数や運行時間等の既存サービスや待合環

境、乗り換え接続性に関して意見が確認されました。 

 

表２-２ 公共交通に対して不満に感じること 

ＪＲ山陽本線 山陽電鉄 神姫バス じょうとんバス 一般タクシー 

（運行） 

・遅延、事故が 

起こる 

・昼間の本数、 

便数が少ない 

（運行） 

・運賃が高い 

・特急の停車駅

が多い 

（運行） 

・路線が通ってい

ない 

・運行本数が 

少ない 

・乗りたい時間に

ない 

・加古川行きが 

廃止で不便 

（運行） 

・本数が少ない 

・路線が少ない 

・よく遅延する 

（運行） 

・値段が高い 

・配車に時間が

かかることや 

断られたことが

ある 

・駅にいない時が

多い 

（駅舎内整備） 

・階段が多い 

・高齢のため、 

歩道橋が利用

困難 

・トイレの整備 

（駅舎内整備） 

・トイレの整備 

（バス停整備） 

・停留所が近くに

ない 

・バス停が分から

ない 

（バス停整備） 

・バス停が家から

遠い 

・乗り場、停車場

の状況 

（乗降場環境） 

・外で待つのが

苦痛 

（駅周辺整備） 

・駅まわりの整備 

・周辺の駐車場

が少ない 

・駅への交通の

足がない 

（駅周辺整備） 

・駅周辺の整備

不足 

 
（他の交通との 

接続性） 

・乗り継ぎが悪い 

・乗り継ぎの時

間が空きすぎる 

（その他） 

・DiDi（タクシー

配車アプリ）が

使えない 

出典：市民アンケート調査（令和６年実施） 

 

 



 

 

２８ 

 地域公共交通の現状のまとめと課題 

高砂市の地域公共交通に対して、今後１０年間に渡って取り組むべき方向性や対策を検討

するにあたり、現状を取りまとめ、課題を整理しました。 

現状のまとめ 

前頁までに見てきた高砂市の現状、地域公共交通の実態、各種アンケート調査結果をもとに、

高砂市における地域公共交通の現状について、取りまとめると以下のようになります。 
 

◆現状①人口減少・高齢化の進行と自家用車依存の生活様式の限界 

○現状分析から、人口減少・高齢化に伴い、高齢化率が高い区域の分布が見られました。 

【高砂地区、伊保地区、中筋地区、北浜地区で高齢化率３０％以上】 

○アンケート調査から、市内では自家用車利用を中心とした移動状況がわかり、自家用車に

依存している実態が明確になりました。 

【自家用車を自分で運転する人の割合が７６.１％】 

○免許返納者は、毎年一定数存在しており、免許を返納した高齢者等の移動手段の確保・維

持が重要であることが示されました。 

【兵庫県内では毎年１万人以上、高砂警察署でも毎年１００人以上の方が運転免許を返納】 
 

◆現状②交通事業者における人員不足の深刻化 

○働き方改革関連法の施行により、２0２４年４月から乗務員に対する時間外労働の上限規

制が適用されたことで交通事業者では、人手不足（２0２４年問題）が生じています。 

【年間労働時間の上限が適用されたことで、バスの乗務員が不足し、利用の少ない時間帯

での減便や路線・系統の廃止等、既存サービスの維持ができなくなる懸念】 
 

◆現状③市内および市外への移動需要 

○既存路線の鉄道は市外をつなぐ広域幹線の大量輸送の役割を担っており、パーソントリッ

プ調査から、市外への移動需要は、全体の半数以上であることがわかりました。 

【市内と市外を結ぶ移動が５２.0％、市内での移動が４８.0％】 

○鉄道駅へのアクセス手段は、バスや自動車・自転車の割合も見られ、乗り換え需要が確認

されました。 

【市内の鉄道駅と出発地や目的地までの交通手段の割合は、バス：０.0％～１２.３％、自

動車：３.３％～９.0％、自転車：１３.３％～２８.２％】 
 

◆現状④利用が少ない路線の存在 

○じょうとんバスは、路線や時間帯によっては利用が少ない場合があります。 

【じょうとんバス全体の乗客数は約１２万人であり、そのうち米田西ルートが７万人超】 
 

◆現状⑤公共交通を不満足に感じる人の存在 

○アンケート調査から、公共交通に関して不満に感じている方がいることがわかりました。 

 【公共交通機関別の満足度で不満と回答した人の割合は３０.０％～４４.８％】 
 

◆現状⑥継続した公共交通サービスの提供を要望する声 

○アンケート調査から、市民の公共交通の必要性・重要性への理解度がうかがえました。 

【公共交通は移動手段の 1 つとして今後も必要だと、「とても思う」、「思う」と回答した人

の割合は、96.1％】 

○地域交通法の改正により、多様な輸送資源の活用可能性が広がっている現状もあります。 

【令和５年１０月の法改正により、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通ネット

ワークの再構築＝「リ・デザイン」の必要性を位置付け】 

 



 

 

２９ 

 

地域公共交通の課題 

前頁の高砂市における地域公共交通の現状から明らかとなる、高砂市における地域公共交

通の課題について、整理すると以下のようになります。 

✓課題①人口減少・高齢化社会に伴う交通弱者増加への対応 （現状①に対応） 

高齢者や移動手段を持たない交通弱者が増える中、誰もが安心して移動できる公共交通

の整備が求められています。 

 

✓課題②乗務員不足・２0２４年問題に応じた持続的な公共交通の運営 （現状②に対応） 

乗務員不足や労働時間規制強化の２０２４年問題に対応していく中でも、公共交通を持続

的に運営できる仕組みを整えることが重要です。 

 

✓課題③広域幹線、幹線・準幹線、支線等の位置づけ・役割における移動手段 

（現状③に対応） 

地域公共交通を各々の役割に応じて、適切に配置することで、利便性の高い移動手段を提

供する必要があります。 

 

✓課題④市内各地域の利用実態に応じた公共交通サービスの構築 （現状③④⑤に対応） 

地域ごとに異なる公共交通の利用状況やニーズに対応した、公共交通サービスを構築する

ことが求められます。 

 

✓課題⑤各交通モード間の接続向上による円滑な交通体系の確保 （現状③④⑤に対応） 

移動の負担を軽減するためには、鉄道やバス、タクシー等の交通手段同士のスムーズな乗

り換えができるような、公共交通サービスの整備が重要です。 

 

✓課題⑥ターゲット層に合わせた公共交通サービスの充実・利用促進 （現状①③⑤に対応） 

通勤・通学者、高齢者、観光客等利用者の目的に合わせた公共交通サービスを充実し、利

便性の向上による地域公共交通の利用促進が求められます。 

 

✓課題⑦公共交通を知って使ってもらうきっかけづくりの促進 （現状⑥に対応） 

地域公共交通の利用促進のためには、住民の皆様に利便性を知ってもらえるような情報

発信やイベントの実施が必要です。 

 

 

 

 

 



 

 

３０ 

 持続可能な地域公共交通の実現に向けた方策 

 計画の基本理念 

高砂市では、総合計画や都市計画マスタープラン等の計画を定め、昨今の人口減少や高齢

化社会の中でも、よりよい暮らしやまちづくりを目指しています。その中で、高砂市の地域公

共交通は、「市内・市外への移動手段としての役割」や「地域拠点間を結び、ネットワークでま

ちを支える役割」を担います。また、地域公共交通は自家用車に代わるエコな移動手段として、

第２次高砂市地球温暖化対策実行計画におけるゼロカーボンシティの実現にも貢献します。 

人口減少や高齢化社会に加え、交通事業者の乗務員不足や利用者減少等の高砂市の地域

公共交通にとって厳しい状況の中で、地域公共交通が将来にわたって維持・存在し、役割を

果たし続けるためには、関係者が総力を挙げて取組んでいくことがとても重要です。鉄道、路

線バス、じょうとんバス、タクシーを運行する交通事業者や高砂市が運営努力することはもち

ろんのこと、市民の皆様が、自家用車に頼った生活スタイルから脱却し、高砂市の地域公共交

通を自らの利用によって守っていくという意識を高め、交通事業者や行政と協力して支え合

うことが重要です。そのため、本計画の基本理念は、高砂市の地域公共交通をみんなでつくっ

ていきたいという想いを込め、『みんなでつくる、つながり広げる公共交通』と設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『みんなでつくる、つながり広げる公共交通』 

役割１：市内・市外への移動手段としての役割 

役割２：地域拠点間を結び、ネットワークでまちを支える役割 

役割３：自家用車に代わるエコな移動手段を担う役割 

高砂市の地域公共交通が果たすべき役割 

「暮らしイキイキ 未来ワクワク 笑顔と思いやり育むまち 高砂」 

～SDGs で共に夢を描こう～ 

「歴史・文化が息づく活力と潤いのある街 高砂」 

～地域の魅力が光る人にやさしい都市づくり～ 

「いつまでも暮らしやすい都市構造の維持・形成」 

「移動がより効果的で快適になり、 

人と公共交通優先の取組が進展し、 

出かけたくなる魅力と活力あふれるまちの実現」 

高砂市のまちづくり関連計画の方針 

第５次高砂市総合計画 

高砂市立地適正化計画 

第２次高砂市地球温暖化 

対策実行計画 

高砂市都市計画 

マスタープラン 



 

 

３１ 

 計画の基本方針・目標 

本計画における、基本方針とその方針に即す目標を次のように設定します。 

 

 

高砂市の地域公共交通は、市民の生活に欠かすことができない重要な役割を担っていま

す。そのため、地域公共交通の運行においては、多くの方が安全で快適に利用していただくた

めにサービスを提供することが重要です。 

昨今の地域公共交通に関する乗務員不足や高齢化、利用者の減少といった状況の中で、

既存サービスの質を維持・向上するために、まちづくりの方針と連携した主要な施設をネット

ワークでつなぐ路線網と、移動の需要に対応する運行方法を検討し、地域の実情に応じた移

動手段の検討、公共交通ネットワークの形成を図ります。 

 

 

地域公共交通の運営は、市民の皆様の利用によって成り立っています。 

地域公共交通の積極的な利用、地域公共交通のイベントへの参加、市民間で誘い合うよう

な利用の促進といった、日常的に地域公共交通を利用する意識醸成につながる取組みを通

じ、市民の皆様一人ひとりとの関わりを深め、皆さまと一緒に地域公共交通を支える姿を目

指していきます。 

 

 

人口減少、少子高齢化社会の進行、公共交通に関する法律や政策の改正、働き方の改革と

いった、公共交通を取巻く変化に対応していくために、市や国、県等の行政、交通事業者、市

民の皆様といった多様な関係者が協力し合い、分野や従来の形式に捉われない総動員によ

る、高砂市の地域公共交通を支える体制・仕組みをつくっていきます。 

また、幅広な視点で新しい技術にもアンテナを張り、持続可能な地域公共交通の実現、将

来の担い手の確保を目指します。 

 

 

基本方針１：便利で人にやさしい公共交通のネットワークを形成する 

   目標１：安心して利用し続けられる公共交通ネットワークと拠点づくり 

基本方針２：みんなで公共交通をつかって支える 

   目標２：自ら公共交通を利用しようとする市民の意識醸成 

基本方針 3：持続可能な体制や仕組みをつくる 

   目標３：移動に携わる地域の関係者で支える公共交通の構築 



 

 

３２ 

 地域公共交通ネットワークの将来イメージ 

ネットワーク将来イメージ 

高砂市の地域公共交通ネットワーク将来イメージは、高砂市都市計画マスタープランの将

来都市構造等を踏まえ、次のとおりとします。市内外への需要に応じ、広域幹線交通、幹線交

通等の系統により、まちの拠点間をつなぐネットワークの構築を目指します。 

次頁には拠点やネットワークを構成する各交通機能を示します。 

 

 
図３-１ 地域公共交通ネットワーク将来イメージ 



 

 

３３ 

都市・地域交流拠点、ネットワーク機能 

前頁で示した拠点とネットワークを構成する各交通機能について、以下の表にまとめました。 

 

表３-１ 都市・地域交流拠点、地域公共交通の機能分類 

機能分類 機能 該当する現行路線等 

交通結節点 

商業・業務・行政サービス機能を強化

するとともに、まちづくりと一体となっ

た商業環境づくりの拠点、市民に身近

な生活環境づくりの拠点として機能し

ます。 

JR 山陽本線 

・宝殿駅、曽根駅 

山陽電鉄 

・高砂駅、荒井駅、伊保駅、 

山陽曽根駅 

広域幹線交通 
市外への大量の公共交通需要に対す

る交通です。 

ＪＲ山陽本線 

山陽電鉄 

幹線交通 

市外、市内の駅や主要施設等をつなぐ

ような地域公共交通需要に対応する交

通です。 

神姫バス 

支線交通 

市内の駅や主要施設等をつなぐような

地域公共交通需要に対応する交通で

す。 

じょうとんバス 

面的交通 

広域幹線交通、幹線交通、支線交通で

はカバーできないような地域公共交通

需要に対応する交通です。 

じょうとんバスミニ 

一般タクシー 

その他の交通 

移動に制約があり、公共交通利用が難

しい住民の移動需要、また、地域住民

や病院、自動車運転免許教習所等の施

設利用者や学生の通学等の移動需要

に対応する交通です。 

福祉交通 

地域主体型交通 

民間運営送迎車 

 

 



 

 

３４ 

 補助対象系統の地域公共交通の位置づけと役割 

高砂市における補助対象と想定される地域公共交通の位置づけと役割を下表と次ページ

の図表にまとめました。（色系統）はそれぞれの図表で示す系統の色です。 

路線バス（茶色系統）は、市内外の拠点を連絡する系統であり、通勤・通学、買い物、通院等

の日常生活等、多様な目的での移動を支えており、本地域にとって重要な役割を担っていま

す。一方で、交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交通確保維持事

業により、運行していく必要があります。 

 

表３-２ 地域公共交通の位置づけ・役割 

位置づけ 該当する系統等 役割 確保・維持策 

広域 
幹線交通 

鉄道 
・ＪＲ山陽本線 
・山陽電鉄 

市外への大量の公共交
通需 要に対応する交 通
です。 

交通事業者と協議の 
うえ、一 定 以 上 のサー
ビス水準を維持します。 

幹線交通 

路線バス（茶色系統） 
・北条営業所～丸山公園前～ 
播磨農高前～神吉～ 
宝殿駅北口系統 

市外、市内の駅や主要施
設等をつなぐような地域
公共交通需要に対応す
る交通です。 

国の運行経費補助であ
る地域公共交通確保維
持 事 業 （ 幹 線 系 統 補
助）を活用し、持続可能
な運行を行います。 

支線交通 

じょうとんバス 
・１１系統（桃系統） 
・１２系統（赤系統） 
・２１系統（橙系統） 
・３１系統（青系統） 

市内の駅や主要施設等
をつなぐような地域公共
交通 需要 に対 応する交
通です。 

高砂市担当部署と、 
運行事業者との協議の
うえ、サービス水準を 
維持します。 

面的交通 

じょうとんバスミニ 
・６１系統（緑系統） 
一般タクシー 
・荒井タクシー(有) 
・伊保タクシー(有) 
・伸幸運輸商事(株) 
・高砂交通(株) 

広域幹線、幹線、支線交
通ではカバーできないよ
うな公共 交 通 需 要に対
応する交通です。 

高砂市担当部署と、 
運行事業者との協議の
うえ、サービス水準を 
維持します。 

その他の 
交通 

福祉交通 

移動に制約があり、公共
交 通 利用 が難しい住 民
の移 動 需 要 に対 応する
交通です。 関係部署・運行事業者

と協議のうえ、サービス
水準を維持します。 

地域主体型交通 

民間運営送迎車 

地域住民や病院、自動車
運転免許教習所等の施
設利用者や学生の通学
等の移動需要に対応す
る交通です。 

 

 

 

 

 

コラム）地域公共交通確保維持改善事業について 

地域公共交通確保維持改善事業の幹線補助は、国が運用する制度で、地域の主要な公共

交通機関の運行を支援するものです。利用者減少や収益悪化で運行が困難な場合でも、国

や自治体が運行経費の一部を補助し、交通事業者等と連携して地域住民の移動手段を維

持・改善します。公共交通で安心して移動できる環境を守ることを目的としています。 



 

 

３５ 

 

※６１系統 市ノ池・高御位山観光ルートは、令和５年８月より試験運行開始された系統 

図３-２ 地域公共交通の位置づけ・役割 

 

表３-３ 系統別・事業主体等 

系統名/起点・終点 
事業許可 

区分 
運行形態 実施主体 

補助事業 

の活用 

姫路駅〜ＪＲ曽根駅〜鹿島神社系統  

４条乗合 
路線定期 

運行 
神姫バス(株) 

― 

加古川駅～宝殿駅北口系統 ― 

細工所北口～宝殿系統 ― 

北条営業所～丸山公園前～播磨農高前 

～神吉～宝殿駅北口系統 
幹線補助 

１１系統（ふれあいの郷生石･生石神社 

～山陽高砂駅）  

４条乗合 路線定期 

運行 
高砂市 ― 

１２系統（宝殿駅～山陽高砂駅） 

２１系統（曽根駅～宝殿駅） 

３１系統（曽根駅～山陽高砂駅） 

６１系統（曽根駅～宝殿駅） ２１条乗合 

【補助対象幹線系統】 



 

 

３６ 

 各交通モードの方針 

各交通モードにおける、本計画における方針・考え方について、以下の表にまとめました。 

 

表３-４ 各交通モードにおける、本計画における方針 

交通モード 方針・考え方 

鉄道 

（ＪＲ山陽本線、 

山陽電鉄） 

市外への大量の公共交通需要に対する広域幹線交通の役割を担い

ます。 

今後、人口減少や高齢化等により、社会構造の変化が進む中にあっ

ても、引き続き基幹的な交通モードとしての機能を維持し、安定的か

つ持続可能な交通体系の中核を担っていきます。 

路線バス 

（神姫バス） 

市外、市内の駅や主要施設等をつなぐような地域公共交通需要に対

応する幹線交通の役割を担います。 

今後も安定的な運行体制の維持に努め、地域の基幹的な移動手段

としての役割を果たしていきます。 

じょうとんバス 

市内の駅や主要施設等をつなぐような地域公共交通需要に対応す

る支線交通の役割を担います。 

利用促進による利用の増加を図るとともに、当面は運行時刻等の定

着を図るために大幅な時刻変更は行わず、地域に根ざした交通手段

として、その役割を維持していきます。 

じょうとんバスミニ 

じょうとんバスでは補えない地域において、より地域に密着するよう

な交通手段として、今後試験運行を検討します。地域の実情に応じ

た運行を行うためにも、地元住民の皆様の協力が必要です。 

一般タクシー 

鉄道、バスではカバーできないような地域公共交通需要に対応する

面的交通の役割を担います。 

移動ニーズに柔軟に応える交通手段として、今後もその役割の維持

に努めていきます。 

その他の交通 
上記の交通モードに加え、福祉分野、教育分野との連携や、新技術に

ついて調査・検討を行います。 

 



 

 

３７ 

 目標を達成するための実施事業 

 事業体系 

課題、基本理念、基本方針を踏まえ、目標１～３を達成するために次の７つの事業を推進し

ます。 

基本方針１では、公共交通をより安全・快適に利用いただけるように、サービスの維持・向

上に向けた取組みを行います。基本方針２では、公共交通の利用促進に向けた取組みを通じ、

市民の皆様と一緒に公共交通を支える姿を目指します。基本方針３では、将来の持続可能な

公共交通の確保を図るために、分野や従来の形式に捉われない公共交通を支える体制・仕組

みをつくっていきます。 

 

 

※関連性の強い目標と事業を横並びで色分けして示していますが、全ての事業・施策の推進に 

よって目標１～３の達成を目指します。 



 

 

３８ 

 事業スケジュール 

本計画の期間は、令和８年度（２0２６年度）から１０年間であり、計画全体の見直し時期は

５年後としますが、高砂市を取巻く社会の状況が大きく変わる等、必要に応じて見直しを図り

ます。 

 

表４-１ 事業スケジュール一覧表 
 

 

 

継続実施

調査・再編 調査・再編

継続実施、EV車の導入検討

検討、実施

継続実施

継続実施

継続実施

協議・検討 試験運行

継続実施

協議・検討 　　　結果をもとに実施

継続実施

継続実施、新制度の検討

継続実施

協議・検討 結果をもとに実施

協議・検討 結果をもとに実施

協議・検討 結果をもとに実施

継続実施

継続実施

継続実施

協議・検討 　　　結果をもとに実施

調査・検討 　　　実証実験

決済方法や割引制度の継続及び改善検討

前期
（令和８年度～令和１２年度）

後期
（令和１３年度～令和１７年度）

各交通事業者の人材育成・募集の継続

バス運転体験会・営業所見学会（神姫バス）の継続

路線バスの運行継続

事業4：利用を促す普及活動と制度の導入

利用促進につながる啓発活動の継続

分かりやすい情報提供・案内の継続及び導入検討

モビリティ・マネジメントの継続

　　　結果により運行

駅周辺整備（駅前広場・アクセス道路整備等）

バス停の待合環境の整備

バス停周辺のサイクル＆バスライドの推進

事業3：隣接市との連携

じょうとんバスの加古川市・姫路市への乗り入れ検討

合同就職説明会（(公社)兵庫県バス協会）の継続

二種免許取得を補助する制度の導入検討

事業7：新技術（IT技術等)の導入

EV車両・自動運転・パーソナルモビリティ・MaaS等の導入検討

事業5：横断的な取組み推進

高砂市地域公共交通活性化協議会を通じた事業推進

福祉分野・教育分野等との連携検討

地域の輸送資源との連携検討

その他、民間企業・事業者との連携検討

事業6：人材・担い手の確保

JR曽根駅

事業・施策内容

事業1：公共交通ネットワークの形成

鉄道・バス・タクシーの安全・安心で、快適なサービス提供の継続

バス路線の再編（路線・ダイヤ・運行頻度）

新たな交通システムの導入検討

事業2：交通結節点機能の強化

新たな車両の導入

JR宝殿駅

山陽高砂・山陽荒井（連続立体交差事業）

▼策定 中間見直し(5年)▼ 見直し(10年)▼



 

 

３９ 

 事業内容・事業主体 

今後、高砂市で取組んでいく施策をまとめました。 

 

 便利で人にやさしい公共交通のネットワークを形成する 

事業１：公共交通ネットワークの形成 

高砂市の公共交通については、市内、市外への移動需要に応じた鉄道やバス、タクシーがあり、

各運行主体において、安全で快適な運行のための取組みが行われています。今後も、皆様に安

心して利用し続けていただくために、その取組みを継続していくことが重要と考えています。 

まずは、既存の地域公共交通の毎年度、各路線の利用状況を評価した上で、将来的に運行頻

度や運行時間等の見直しを行い、効率的・効果的な運行を目指します。加えて、小回りの利くじ

ょうとんバスミニの運行、また既存の地域公共交通をカバーするような、その他の移動手段を検

討します。 

また、新たな車両の導入、デマンド型交通等の新たな交通システムの導入を含め、様々なニー

ズに対応した持続可能な公共交通サービスを提供する運行形態について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

－対応する課題－ 

課題①人口減少・高齢化社会に伴う交通弱者増加への対応 

課題②乗務員不足・２０２４年問題に応じた持続的な公共交通の運営 

課題③広域幹線、幹線・準幹線、支線等の位置づけ・役割における移動手段 

課題④市内各地域の利用実態に応じた公共交通サービスの構築 

－課題に対応した取組み－ 

○鉄道・バス・タクシーの安全・安心で、快適なサービスの提供を継続します。 

○バス路線の再編（路線・ダイヤ・運行頻度）を適宜行います。 

○新たな車両の導入を検討します。 

○新たな交通システムの導入を検討します。 



 

 

４０ 

事業１：公共交通ネットワークの形成 

○鉄道・バス・タクシーの安全・安心で、快適なサービスの提供を継続します。【継続】 

内容 

現在、市内外の交通需要は、東西方向の大量輸送を鉄道、南北方向をバス、そ

の他をタクシーといった地域公共交通でネットワークを形成しています。 

今後も市内外の移動需要に対応するために、各交通主体における安全・安心

で、快適なサービスの提供及びネットワーク形成を継続していきます。 

効果 継続した取組みにより、快適な生活水準を保つことが期待できます。 

実施主体 高砂市、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

『高砂市における市内・市外の移動需要に対応した地域公共交通のネットワーク』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続実施 



 

 

４１ 

事業１：公共交通ネットワークの形成 

○バス路線の再編（路線・ダイヤ・運行頻度）を適宜行います。【継続】 

○新たな車両の導入を検討します。【継続・検討】 

内容 

高砂市では、市民生活における身近なバス交通の利便性向上を主な目的とし

て、平成１３年７月からじょうとんバスを運行しています。路線やダイヤ、運行頻

度等の運行形態は地域の移動需要の変化に対応するために、定期的に見直して

います。今後も概ね５年毎に運行形態を再編しつつ、じょうとんバスミニを積極

的に活用し、身近な移動手段としての役割を維持していきます。 

また、バス車両は快適な走行車内環境の維持のため、老朽化状況に応じた買

い替え更新や、環境に配慮したＥＶ車の導入検討を行います。 

効果 
定期的な見直しや車両の改善により、地域の移動需要への対応や利便性、快

適性の向上が期待できます。 

実施主体 高砂市、バス事業者 

実施時期 

 
前期 

令和８年度～令和１２年度 
後期 

令和１３年度～令和１７年度 

  

  

『令和３年の再編の例』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼平成２８年～令和３年までの路線 

▼令和３年からの路線 

▲じょうとんバス 

じょうとんバスミニは 
小回りが利き 

大型車の免許でなく 
とも運転が可能！ 

▲じょうとんバスミニ 
※運行には地域の協力が必須です 

調査・再編 調査・再編 



 

 

４２ 

事業１：公共交通ネットワークの形成 

○新たな交通システムの導入を検討します。【検討】 

内容・ 

現在、地域公共交通は市外に及ぶ鉄道路線と、主に市内の移動ニーズに対応

するバス、タクシーがあります。バスの運行形式について、当面は定時定路線によ

る安全・安心で快適な運行の継続と利用促進を図りますが、将来の人口減少の

進行に伴う利用者数の伸び悩みや運転効率の悪化が進展する場合は、その利用

需要に応じて、バスに加え、タクシーの車両、乗務員も含めた運行形態の使い分

けを検討します。 

効果 
将来の需要や乗務員に応じた運行により、持続的な公共交通サービスが期待

できます。 

実施主体 高砂市、バス事業者、タクシー事業者 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

 

 定時定路線運行 デマンド型運行 

概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・決まった時刻表やルートに基づき、 
バス車両を走らせるサービス 

・利用者の予約ニーズに合わせて 
配車するオンデマンドサービス 

適用性 
・中規模移動需要向き 
（目安：１日３０人～数百人/台） 

・まとまった移動需要向き 

・少規模移動需要向き 
（目安：１日３０人/台まで） 

・人口が小規模な地域向き 
（過疎化が進展した山間地域等） 

メリット 

・時刻表やルートが固定のため分かり
やすい 

・他の公共交通機関との乗り換えが
計画しやすい 

・利用者の場所、時間のニーズに応じ
た運行であり、使い勝手が良い（タク
シーとは乗合いかどうかが違う） 

デメリット 

・利用者数が少ないと、非効率な運
行になる 

・主なサービス提供範囲はバス停勢
圏域となる 

・予約が必要 
・予約が重なると希望通りに利用でき
ないことがある 

・運行エリアが限定されることがある 

その他 － 

・オペレーターが予約受付し、配送の時
間やルートを検討する運営形態と、オ
ペレーターの代わりに AI を活用した
運営がある 

検討、実施 

バス停①  7：00 

バス停②  7：03

バス停⑨  7：28

バス停⑩  7：30 

時刻・ 
ルート 
は固定 

乗客は電話やスマートフォンで予約 

『バスの運行形式の違い』 



 

 

４３ 

事業２：交通結節点機能の強化 

鉄道、バス、タクシー等の複数の交通手段をつなぐ施設である駅前広場をはじめとする交通

結節点において、「高砂市駅周辺整備プログラム」を推進し、駅前広場等の拠点整備や駅舎へ、

アクセスする道路整備等、快適性や利便性向上につながる整備を推進していきます。 

 

 

 

 

－対応する課題－ 

課題①人口減少・高齢化社会に伴う交通弱者増加への対応 

課題③広域幹線、幹線・準幹線、支線等の位置づけ・役割における移動手段 

課題⑤各交通モード間の接続向上による円滑な交通体系の確保 

－課題に対応した取組み－ 

○「高砂市駅周辺整備プログラム」と連携し、駅周辺の整備を推進します。 

○バス停の待合環境を整備し、快適な利用環境を保持します。 

○バス停周辺のサイクル＆バスライドを推進します。 



 

 

４４ 

事業２：交通結節点機能の強化 

○「高砂市駅周辺整備プログラム」と連携し、駅周辺の整備を推進します。【新規】 

内容 

鉄道、バス、タクシー等、複数の交通手段をつなぐ施設である駅前広場をはじ

めとする交通結節点において、拠点整備や駅舎へのアクセス道路整備等を推進

する「高砂市駅周辺整備プログラム」と連携した取組みを図ります。 

効果 複数の交通手段の連携強化と、利便性の向上効果が期待できます。 

実施主体 高砂市、鉄道事業者 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

『高砂市駅周辺整備プログラム』 

高砂市駅周辺整備プログラムでは、人口減少と高齢化が進展する高砂市において、円滑な移

動手段の確保と、地域公共交通ネットワークによる利便性の高い公共交通の充実、さらには、み

んなが安全・安心に、移動しやすい交通環境の確立が重要と考えられました。 

その上で、市内の利便性の悪い駅、バリアフリー化されていない駅、アクセス道路が狭い駅等

の課題に対し、これらの駅を計画的かつ効率的に整備を進めることを目的に、駅周辺整備プロ

グラムが策定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※イメージパースは確定したものではなく今後の調整等により、変更になる可能性がございます。 

出典：高砂市 

JR 曽根駅 

JR 宝殿駅 

山陽高砂・山陽荒井（連続立体交差事業） 

▲JR 曽根駅南側イメージパース ▲整備事業位置 

▲まちづくり協議会での検討の様子 

JR 曽根駅 

JR 宝殿駅 

山陽高砂・山陽荒井 
（連続立体交差事業） 



 

 

４５ 

事業２：交通結節点機能の強化 

○バス停の待合環境を整備し、快適な利用環境を保持します。【継続】 

○バス停周辺のサイクル＆バスライドを推進します。【継続】 

内容 

快適なバス停の待合環境を創出するため、バス停へのベンチの設置について

継続的に取組みます。さらに、バスシェルター（屋根）の設置について検討します。

快適な環境によって、利用者の満足度の向上が期待できます。 

また、自転車利用者の需要を活かした地域公共交通の利用者増を図るため、

バス停付近のサイクル＆バスライドを推進します。 

効果 自転車によるバス停アクセスにより、バス停勢圏の拡大効果が期待できます。 

実施主体 高砂市、協力施設管理者 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

『バス停の待合環境整備』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続実施 

サイクル＆バスライドの目印▲ 出典：高砂市 HP 

▲バス停ベンチ整備の例（JR 宝殿駅） 

令和７年現在、２３の施設で整備を実施！ 

イオン高砂や高砂市民病院、高砂市役所、 

高砂駅自転車駐輪場等の 

様々な店舗、病院、公共施設、鉄道駅 

で実績があります 

『サイクル＆バスライド』 

サイクル＆バスライドとは、自宅等の出発地から自転車で

バス停までアクセスし、バスに乗り換え、目的地まで向かう

ことです。バス利用者の駐輪スペースは、公共施設や店舗等

の自転車駐輪場です。 

自転車によるバス停アクセスが可能なため、バス停勢圏

の拡大につながります。自宅付近にバス停がない、最寄りの

バス停では行きたい場所への便がない等の理由で、これま

でバスを利用されなかった方も、自転車でバス停まで移動

することでじょうとんバスを利用できるようになります。 

▲バスシェルター整備の例（JR 曽根駅） 



 

 

４６ 

事業３：隣接市との連携 

高砂市の交通については、通勤・通学・日常生活における市をまたいだ移動需要が多いとい

う特徴を有しています。これらの移動需要に対応するため、路線バスの運行を継続するとともに、

隣接市へのじょうとんバスの乗り入れを検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

－対応する課題－ 

課題③広域幹線、幹線・準幹線、支線等の位置づけ・役割における移動手段 

課題④市内各地域の利用実態に応じた公共交通サービスの構築 

－課題に対応した取組み－ 

○路線バスの運行を継続します。 

○じょうとんバスの加古川市・姫路市への乗り入れを検討します。 



 

 

４７ 

事業３：隣接市との連携 

○路線バスの運行を継続します。【継続】 

○じょうとんバスの加古川市・姫路市への乗り入れを検討します。【検討】 

内容 

高砂市における市内外への移動需要に対応するため、路線バスは姫路市や加

古川市に接続する路線を運行しています。その路線を継続運行するとともに、じ

ょうとんバスによる市外への新規路線運行も検討します。 

効果 市外への移動手段により、生活利便性の向上が期待できます。 

実施主体 高砂市、姫路市、加古川市、バス事業者 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

 

 

 

 

  

 

協議・検討（新規じょうとんバス路線） 

継続実施（既存路線バス） 

結果により運行 試験運行 



 

 

４８ 

 みんなで公共交通を使って支える 

事業４：利用を促す普及活動と制度の導入 

公共交通の利用促進に向けた市の広報や市内イベントでの広報活動やチラシ配布、乗り方教

室等のイベント、割引制度について、継続的な取組みを実施します。また、バスロケーションシス

テムにより、運行状況をリアルタイムに把握することによって、情報環境の改善を検討します。 

公共交通の維持のため、利用促進を図る勉強会等を推進し、市民の皆様と一緒につくる公共

交通を目指します。 

 

 

 

 

 

－対応する課題－ 

課題⑥ターゲット層に合わせた公共交通サービスの充実・利用促進 

課題⑦公共交通を知って使ってもらうきっかけづくりの促進  

－課題に対応した取組み－ 

○利用促進につながる啓発活動を継続します。 

○時刻表の配布等の分かりやすい情報提供・案内を継続し、 

デジタルサイネージ等の導入を検討します。 

○公共交通に関する勉強会等を開催し、モビリティ・マネジメントを継続します。 

○決済方法や割引制度の継続及び改善を検討します。 



 

 

４９ 

事業４：利用を促す普及活動と制度の導入 

○利用促進につながる啓発活動を継続します。【継続】 

内容 

利用者数を増加させ、持続可能な公共交通を実現するために、公共交通の利

用促進につながる市内イベントでの啓発活動や、市のＨＰや広報での情報発信を

継続します。 

効果 市民の認知度向上と参画に向けた関心を深める効果が期待できます。 

実施主体 高砂市、市民、その他イベント主体等 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『じょうとんバスポスター展』 

市内小学生の夏休みの課題として設定し、子どもの頃からじょうとんバスに親しみを持って

もらい、バスに乗ってみようという意識の醸成を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続実施 

『市内の小学生によるバスアナウンス』 

「地域でまもり育

てるじょうとんバ

ス」の一環として、

じょうとんバスの車

内で流れる行き先

案内を市内の小学

生の声でお届けし

ています。 

 

 

 

 

出典：高砂市  

『子どもの乗車体験』 

小さい頃からバスと触れ合うきっかけづ

くりのため、じょうとんバスへの乗車体験

を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：高砂市  

 



 

 

５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：高砂市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『広報たかさごの特集ページ』 

市の広報に特集ページを掲載し、じょうとんバスについての情報発信を行っています。 

▲広報たかさご 
 令和３年５月号「じょうとんバスのここが変わります！ 

～令和３年１０月からじょうとんバスがさらに便利に！～」 

『ラッピングバス（じょうとんバス） 

市政７０周年を記念して、じょうとんバスへのラッピングデザインを公募し、ラッピングバ

スを制作しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：高砂市  

 



 

 

５１ 

事業４：利用を促す普及活動と制度の導入 

○時刻表の配布等の分かりやすい情報提供・案内を継続し、デジタルサイネージ等の導入を検討します。【継続・検討】 

内容 

分かりやすい情報提供と案内のため、じょうとんバスの時刻表の HP での公開

や配布、ＧＴＦＳの活用を継続し、加えてバスロケーションシステムの導入や鉄道

駅におけるデジタルサイネージの導入、デジタル技術を活用したスマートバス停、

ＩＣカードシステムのリニューアルを検討します。 

効果 
リアルタイムの情報提供が可能になるため、利用者に安心感を与える効果が期

待できます。 

実施主体 高砂市 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議、検討 

『デジタルマップ』 

観光や移動をさらに便利にするため、リアルタイムバスロケーションシステムにより、作成

されているものです。市内を走るバスの現在位置や運行状況をリアルタイムで確認できる

ほか、路線図や停留所情報も網羅しています。 

 

 

 

 

 

結果をもとに実施 

『デジタルサイネージ』 

電子ディスプレイを使って情報や広告を

表示するシステムのことで、公共交通のリ

アルタイムな運行情報、観光やイベントの情

報を表示することができるものです。 
 

出典：神姫バス 

『スマートバス停』 

スマートバス停とは、バス停を IoT 化し、

デジタルサイネージ等に時刻表や運行情報、

広告等をリモート操作でリアルタイムに提供

することができるバス停のことです。 

GTFS データの整備・

公開により 

情報提供サービスへ 

の情報掲載が可能！ 
出典：国土交通省 

出典：淡路市  



 

 

５２ 

事業４：利用を促す普及活動と制度の導入 

○公共交通に関する勉強会等を開催し、モビリティ・マネジメントを継続します。【継続】 

内容 
市民の地域公共交通に関する意識と行動変容に働きかけるために、モビリテ

ィ・マネジメントを継続実施します。 

効果 

多様な世代への働きかけにより、地域公共交通への幅広い方々の利用と参画

につながる効果が期待できます。また、自家用車から公共交通の利用への転換

により、渋滞の緩和にも寄与します。 

実施主体 高砂市、市民、その他 教育施設等 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続実施 

『モビリティ・マネジメント』 

じょうとんバスを身近に感じてもらうために、じょうとんバスの乗車体験や利用促進のた

めの啓発活動を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：高砂市 

モビリティマネジメントとは 

モビリティ・マネジメントとは、「過度に自動車に頼る状態」から、「公共交通や徒歩等を含

めた多様な交通手段を適度に利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の取組みです。ひ

とり一人の住民等に働きかけ、自発的な行動の転換を促していくものです。 



 

 

５３ 

事業４：利用を促す普及活動と制度の導入 

○決済方法や割引制度の継続及び改善を検討します。【継続・検討】 

内容 

公共交通の利用促進を図るために、各交通主体における高齢者や自動車運転

免許証返納者等を対象とした割引制度を継続して実施します。高齢者の自家用

車から公共交通を利用する生活の定着と外出頻度の向上が期待できます。 

また、高砂市と各交通事業者が連携し、鉄道とバスといった異なる交通モード

間の乗り換え割引や、商業施設との連携による利用者向けの公共交通の割引と

いった、新たな制度の導入を検討します。 

効果 乗り換え需要をターゲットとした、公共交通利用者の増加が期待できます。 

実施主体 高砂市、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者、商業施設 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続実施、新制度の検討 

出典：高砂市 

『運転免許証返納割引』 

運転免許証を返納し、運転経歴証明書を

交付した方を対象に、降車の際に運転経歴証

明書を提示することでバスの運賃が半額にな

る制度です。 

『神姫バスアプリ PassRu（パスルー）』 

PassRu（パスルー）とは、バスのチケット

を手軽に管理できるスマートフォンアプリで

す。インターネットにつながっていれば、全国

どこでもチケットを購入することができます。 

出典：高砂市 

出典：高砂市 

『じょうとんパス７５』 

じょうとんバスを利用する７５歳以上の 

高齢者の運賃が半額になる制度です。 

交通事業者による取組み 

鉄道では障がい者割引、路線バスで

は障がい者割引に加えて高齢者免許

返納割引、タクシーでも高齢者免許返

納割引など、各交通事業者が独自の

割引を実施しています。 



 

 

５４ 

 持続可能な体制や仕組みをつくる 

事業５：横断的な取組み推進 

地域の公共交通は、これまでの担い手であった交通事業者に頼るだけではなく、事業者と行

政、市民のそれぞれが協力して取組みを推進していくことが重要です。また、高砂市地域公共交

通活性化に基づく推進はもちろんのこと、福祉や教育等の部署との連携や、行政内部における

分野の垣根を越えた協動、地域ボランティアによる輸送やライドシェアの導入等、地域の輸送資

源や民間・事業者との連携によって、地域公共交通の維持・向上を図っていく取組みを推進し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

－対応する課題－ 

課題①人口減少・高齢化社会に伴う交通弱者増加への対応 

課題②乗務員不足・２０２４年問題に応じた持続的な公共交通の運営 

課題④市内各地域の利用実態に応じた公共交通サービスの構築 

課題⑥ターゲット層に合わせた公共交通サービスの充実・利用促進 

－課題に対応した取組み－ 

○高砂市地域公共交通活性化協議会を通じて事業を推進します。 

○福祉分野・教育分野等との連携を検討します。 

○地域の輸送資源との連携を検討します。 

○その他、民間企業・事業者との連携も検討します。 



 

 

５５ 

事業５：横断的な取組み推進 

○高砂市地域公共交通活性化協議会を通じて事業を推進します。【継続】 

目的・内容 

高砂市地域公共交通活性化協議会を令和６年度から設置（地域交通法に基づ

く）し、関係者（学識経験者、高砂市、兵庫県、国、交通事業者及び市民等）が一

同に会し、地域公共交通に関する課題やニーズを共有し、協議・合意形成を図る

場の中で、本計画を立案しました。 

今後も継続的に計画や実施事業の進捗管理、事業効果の検証、計画の見直し

を図っていきます。 

効果 
関係者が集まり、地域公共交通の課題解決にあたることで、継続的な改善や、

多様な主体との連絡調整を図る効果が期待できます。 

実施主体 上記関係者（学識経験者、高砂市、兵庫県、国、交通事業者及び市民等） 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

『高砂市地域公共交通活性化協議会の取組み』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲計画策定までの協議会の歩み          ▲協議会を通じた事業推進の効果 

回数 開催日 審議内容 

第１回 R６.１１.５ 市民アンケート内容 

第２回 R７.２.１0 調査結果報告 

計画課題の審議 

第３回 R７.５.２６ 計画骨子の審議 

第４回 R７.８.２８ 計画書素案の審議 

第５回 R７.１1 計画案の審議 

第６回 R８.２ パブコメ結果 

計画案の審議 

継続実施 

事業実施 

計画策定 

事業評価 

事業見直し 

▲協議会の様子 （撮影日 令和７年５月２６日） 



 

 

５６ 

事業５：横断的な取組み推進 

○地域の輸送資源との連携を検討します。【検討】 

○福祉分野・教育分野等との連携を検討します。【検討】 

○その他、民間企業・事業者との連携も検討します。【検討】 

内容 

高砂市に今ある公共交通と、既存の交通事業者に加えて、その他の民間企業

等との連携を模索し、持続可能で利便性の高い地域公共交通を目指します。横

断的な取組みとして、地域ボランティアによる輸送やライドシェアの導入について

検討を図っていきます。また、少子高齢化が進展する中で、高齢者の移動は、免

許返納後も安全に福祉施設や病院施設等へ移動できるよう、福祉分野と連携し

て輸送車両の活用を検討します。こどもの移動は部活動の地域展開や、通学・プ

ール授業等、時代の変化に応じて教育分野と連携し、スクールバスを含め新たな

交通モードが必要になった場合には、一般の方の利用も含めた連携等を検討し

ます。 

効果 

既存の交通事業以外の民間企業・事業者と連携することで、より多くの市民

が公共交通サービスを享受できることが期待できます。また、福祉分野、教育分

野及び観光分野等との連携を高めることで、より多くの市民に対する移動制約

を軽減することが期待できます。 

実施主体 高砂市、交通事業者、その他民間事業者、市民 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『福祉分野との連携』 

高砂市では、福祉施策としてタクシー料金助成事業を実施しています。今後も福祉分野と連

携し、社会情勢の変化や住民ニーズに応じた地域公共交通ネットワークの形成に向け、新たな

移動手段の導入を検討します。 

協議・検討 結果をもとに実施 

『地域の輸送資源との連携の検討』 

高砂市において、地域公共交通

の利便が低い地域においては、地域

居住者相互の助け合いにより、通院

や買い物への移動支援のため、地

域ボランティアによる移動手段の提

供や民間事業者との連携を検討し

ます。 

▲制度のイメージ図（事業者協力型 自家用有償旅客運送
（公共ライドシェア））            出典：国土交通省 

 



 

 

５７ 

事業６：人材・担い手の確保 

全国的に地域公共交通の乗務員が不足している中、バス路線の廃止や減便及びタクシー

の配車台数の減少等によるサービスの低下が見受けられます。持続可能な地域公共交通を

実現するためには、乗務員の確保が直近の課題となっています。 

そのため、市と交通事業者で連携し、人材・担い手の確保に向けた運転体験会等のイベント

の継続実施や、支援制度の検討を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

－対応する課題－ 

課題②乗務員不足・２０２４年問題に応じた持続的な公共交通の運営 

－課題に対応した取組み－ 

○各交通事業者の人材育成・募集を継続します。 

○バス運転体験会・営業所見学会（神姫バス）を継続します。 

○合同就職説明会（(公社)兵庫県バス協会）を継続します。 

○旅客自動車を運転に必要な第二種免許を取得する人に対し、補助金を検討します。 



 

 

５８ 

事業６：人材・担い手の確保 

○各交通事業者の人材育成・募集を継続します。【継続】 

○バス運転体験会・営業所見学会（神姫バス）を継続します。【継続】 

○合同就職説明会（(公社)兵庫県バス協会）を継続します。【継続】 

○旅客自動車の運転に必要な第二種免許を取得する人に対し、補助金を検討します。【検討】 

内容 

各交通事業者における人材育成や採用活動を継続します。なお、人材育成に

ついてはお客様サービス向上のため、教育、指導を通し、接遇の向上を図ります。

また、乗務員の新しい担い手を確保するため、運転体験会や営業所見学会、就職

説明会を継続します。 

さらに、担い手となる人材を増加させるために、バスやタクシーの旅客自動車

の運転に必要な第二種免許を取得する市内在住かつ市内で勤務する個人を対

象に、取得に必要となる費用の一部を、事業者に加えて個人にも補助する制度

を検討します。 

効果 人材の確保と育成により、持続的な公共交通サービスの提供が期待できます。 

実施主体 高砂市、兵庫県、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続実施（人材育成・募集、運転・仕事体験、就職説明会） 

『バスドライバー合同就職説明会』 

兵庫県を代表するバス会社による「バス乗務員限定」の合同就職説明会であり、バス業界

への転職を強力にバックアップするイベントです。兵庫県バス業界の現状及び働き方、乗務

員の魅力、不安や疑問等、各社担当者が参加者の質問等に対応しています。さらには、路線

バスドライバーやバスガイドによる座談会等も開催することにより乗務員不足の解消を図っ

ています。 

『二種免許取得支援事業への補助金』 

公共交通ネットワークを維持するため、人材確保に取り組むバス・タクシー事業者に向け

ての大型・第二種免許取得費用及び受験資格特例教習受講費用等を支援しています。 
出典：兵庫県 HP 

協議・検討 結果をもとに実施 

（第二種免許補助）



 

 

５９ 

事業７：新技術（IT 技術等）の導入 

地域公共交通の利便性、効率性、持続可能性を高め、よりよい高砂市の地域公共交通とな

るよう、日々進化する新技術について導入を検討していきます。公共交通における新技術活

用は、ＥＶ車両、AI デマンド型交通、IoT、自動運転等多岐に渡るところであり、新技術の活用

について検討します。 

 

 

 
 

 

 

 

－対応する課題－ 

課題①人口減少・高齢化社会に伴う交通弱者増加への対応 

課題②乗務員不足・２０２４年問題に応じた持続的な公共交通の運営 

課題③広域幹線、幹線・準幹線、支線等の位置づけ・役割における移動手段 

課題④市内各地域の利用実態に応じた公共交通サービスの構築 

課題⑤各交通モード間の接続向上による円滑な交通体系の確保 

課題⑥ターゲット層に合わせた公共交通サービスの充実・利用促進 

課題⑦公共交通を知って使ってもらうきっかけづくりの促進  

－課題に対応した取組み－ 

○二酸化炭素の排出がなく環境にやさしいＥＶ車両の導入を検討します。 

○自動運転の実装に向けた取組みを検討します。 

○パーソナルモビリティ（レンタサイクル等）の導入に向けた支援策を検討します。 

○MaaS（マース：Mobility as a Seｒvice）導入手法について検討します。 

※MaaS とは、検索・予約・決裁等を一括で行うサービスのことです。 



 

 

６０ 

事業７：新技術（IT 技術等）の導入 

○環境にやさしいＥＶ車両やグリーンスローモビリティの導入を検討します。【検討】 

○自動運転の実装に向けた取組みを検討します。【検討】 

○パーソナルモビリティ（レンタサイクル等）の導入に向けた支援策を検討します。【検討】 

内容 

地域公共交通の持続可能性と利便性向上に向けては、日々進化する新技術を

効果的に導入してくことが必要となります。地球温暖化防止、ゼロカーボンシテ

ィ宣言の遂行の観点も含め、グリーンスローモビリティやＥＶ車両の導入を検討し

ます。また、乗務員不足への対応のため自動運転の実装について検討します。 

効果 
移動制約が多い高齢者の増加が社会的課題となる中で、パーソナルモビリテ

ィの普及により、ラストワンマイル問題の解決に貢献することが期待できます。 

実施主体 高砂市、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

『二酸化炭素の排出削減に役立つグリーンスローモビリティやＥＶ車両の導入検討』 

地球温暖化の防止のため、二酸化炭素の排出量削減は、国際的な取組みとして重要な課題

になっています。こうした中、二酸化炭素の排出削減に役立つ、グリーンスローモビリティやＥＶ

バスは、電気のみで走行する車両のことであり、ディーゼルエンジンと比較して、CO２排出量が

少なく、静音性や運転性能に優れていることから、日本各地で導入が模索されています。こうし

た背景を踏まえ、移動手段の導入について検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

▲グリーンスローモビリティの例 出典：国土交通省 

 

『コミュニティバスにおけるＥＶバス本格導入に向けた実証実験』 

香川県三豊市では、コミュニティバスの車両

をＥＶバスに更新するため、２0２３年度から社

会実験を実施し、本格導入に向けた課題抽出と

改善を繰り返し実施しています。 

 

 

四国初コミバスにＥＶ車両を導入▲ 出典：三豊市 HＰ 

調査・検討 実証実験 

車両は 
４人～２２人乗り 

と多様です 



 

 

６１ 

事業７：新技術（IT 技術等）の導入 

○ＭａａＳ（マース：Mobility as a Seｒvice）導入手法について検討します。【検討】 

内容 
ＭａａＳとは、検索・予約・決済等を一括で行うサービスのことであり、導入に向

けた国内外の先行事例を研究し、対象、手法を検討します。 

効果 
利用されたデータを蓄積し、運行の評価・改善等に活用できるため、地域公共

交通の効率的な見直しを図る効果が期待できます。 

実施主体 高砂市、鉄道事業者、バス事業者、タクシー事業者 

実施時期 

 

前期 
令和８年度～令和１２年度 

後期 
令和１３年度～令和１７年度 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『西播磨 MaaS 実装プロジェクト』 

MaaS（マース：Mobility as a Seｒvice）とは、個人の移動ニーズに対応し、複数の公共

交通や観光・宿泊を組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、移動の利

便性向上や地域の課題解決に資する手段と期待されています。 

例えば、播磨科学公園都市における来訪者や住民の回遊の利便性向上を目的に「西播磨 

MaaS」を構築し、自動運転のグリーンスローモビリティ、超小型 EV バス・電動キックボードの

乗換案内や予約の実証実験を実施しました。 

 

 
出典：兵庫県企業庁 

調査・検討 実証実験 



 

 

６２ 

 計画の評価指標 

基本理念と基本方針に基づき、本計画の「評価指標」を設定します。指標ごとに目標値を

設定し、毎年のモニタリングを通じて達成状況を評価します。 

指標は次の表の項目を定め、本計画における事業を通じ、高砂市と交通事業者、その他の

関係者との連携を深め、よりよい安全・安心で快適な公共交通サービスの提供を図っていき

ます。さらには、市民の皆様の利用を促す取組みを併せて行い、持続可能で利用され続ける

公共交通を目指します。 

なお、少子高齢化や人口減少による公共交通機関利用者数の減少を踏まえ、当面は現状

値の維持・向上を目標にします。 

 

表４-２ 評価指標・現状値・目標値一覧表 

評価指標 現状値 
中間目標値 

（令和１２年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

指標１: 公共交通の乗客数 

ＪＲ ４,３5１千人/年 現状値以上 現状値以上 

山陽電鉄 ４,5９９千人/年 現状値以上 現状値以上 

路線バス ６６,３３７人/年 現状値以上 現状値以上 

じょうとん 
バス 

１２0,0１２人/年 １２７,００0 人/年 １３２,0００人/年 

タクシー 230,03６人/年 現状値以上 現状値以上 

指標２: 公共交通の収支差 

路線バス ▲25,18３千円 現状維持 現状維持 

じょうとん 
バス 

▲６２,５５６千円  
▲９６,000千円 

以下 

▲１00,000千円 

以下 

指標３: 公共交通に係る 
      市の財政負担額 

路線バス 3,444 千円 現状維持 現状維持 

じょうとん 
バス 

６２,５５６千円  
９６,000千円 

以下 

１00,000千円 

以下 

指標４: 交通結節点整備 ０箇所 １箇所 ２箇所 

指標５: 高齢者割引の利用者数 14,771 人/年 現状値以上 現状値以上 

指標６: 市民の公共交通利用意向率 62.6％ 現状値以上 現状値以上 

※タクシーの乗客数は、高砂市で営業する４社の東播磨地区の輸送人数合計を評価します。 

※公共交通の収支差、市の財政負担額は、じょうとんバスの車両の買い替え、新規路線の検討等を含む実

績を評価します。 

※高齢者割引の利用者数は、じょうとんバスに限ります。 

※市民の公共交通利用意向率の評価頻度は、５年に１度とします。 

 

 



 

 

６３ 

指標１：公共交通の乗客数 

■設定の考え方 

本計画における事業を通じ、公共交通の乗降客数を増加させることを目指しつつ、少子高

齢化や人口減少の状況を考慮し、乗降客数の現状維持または向上を目標とします。 

■指標の設定･算定方法（データ取得方法） 

・公共交通の乗降客数を指標とし、毎年の各交通事業者の統計値により評価します。 

■目標の設定 

・現状値は令和６年４月時点で把握できる統計値とします。 

・５年目（令和１２年度）・１０年目（令和１７年度）は、高砂市の人口が減少する見込みであるこ

とを考えて、現状値を維持または向上させることを目標とします。 

 

評価指標 現状値 
中間目標値 

（令和１２年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

公共交通の乗客数 

ＪＲ ４,３５１千人/年 現状値以上 現状値以上 

山陽電鉄 ４,5９９千人/年 現状値以上 現状値以上 

路線バス ６６,３３７人/年 現状値以上 現状値以上 

じょうとん 
バス 

１２0,0１２人/年 １２７,００0 人/年 １３２,0００人/年 

タクシー 230,03６人/年 現状値以上 現状値以上 

 



 

 

６４ 

指標２：公共交通の収支差 

■設定の考え方 

公共交通の持続可能性を高めるためには、支出と収入のバランスを保つ必要があります。

そのため、利用者を増やし、公共交通の収支差の維持・向上を目指します。一方で、将来、物

価上昇に伴い車両に係る購入費や燃料費、人件費等が増加する要素もあります。必要な経費

を見据えつつ、持続性の確保を目指します。 

■指標の設定･算定方法（データ取得方法） 

・公共交通の収支差を指標とし、毎年の各交通事業者の提供資料により評価します。 

 

 

■目標の設定 

・現状値は２0２４年度の統計値とします。 

・５年目（令和１２年度）・１０年目（令和１７年度）は、高砂市の人口が減少する見込みであるこ

とを考えて、以下のとおり目標を設定します。 

 

評価指標 現状値 
中間目標値 

（令和１２年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

公共交通の収支差 

路線バス ▲25,183 千円 現状維持 現状維持 

じょうとん 

バス 
▲６２,５５６千円 

▲９６,000 千円 

以下 

▲１00,000 千円 

以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出額（運行に係る必要経費※経常経費含む） 収入額（運賃収入等※公的補助金は含まない） 

公共交通の収支差 ＝ 

コラム）将来目標における収支差の目標について 

将来的にじょうとんバスの利用者数が増加する目標を設定するなかで、収支差が増加

する目標とすることについて、運賃収入と運行にかかる経費の観点から考えてみます。 

■運賃の観点 

バス利用者数の増加を目指しているものの、利用に占める高齢者の割合が増加すると

想定しています。運賃は、７５歳以上の高齢者は半額となるため、利用者の増加ほど運賃

収入が伸びないことを想定しています。 

■運行経費の観点 

じょうとんバスを継続的に運行していくためには、老朽化したバス車両の更新を図って

いく必要があります。バス車両の更新により、安全性の向上や揺れや振動が小さくなる等

快適な乗車環境が期待できます。反面、更新にあたってはバスの購入費用が必要となりま

すが、一般的に購入費用は、バスを利用する一定期間で分割して経費として計上します。

これが減価償却という考え方で、新しいバスに更新することで減価償却が新たに加算さ

れて運行経費分が高くなり、収支を低下させる要因となります。また、運行経費の半分以

上は、乗務員をはじめとする人件費が占めており、乗務員不足が課題となる中で、将来的

に同じ路線数・便数を維持するために、賃上げ等の待遇改善により、人件費の増加を想定

することでも収支を低下させる要因となります。 

－ 



 

 

６５ 

指標３：公共交通に係る市の財政負担額 

■設定の考え方 

運賃収入が少なく、運行経費をまかなえない路線については、公的資金を投入することで、

そのサービスを維持している状況です。そのため、収支の改善とともに、公的資金の投入額の

削減を図ります。一方で、公的資金の投入については、今後、高齢化が進行することを考慮す

ると、高齢者等の交通弱者の移動を助けるために必要な公的資金の投入である側面がありま

す。そのため、必要な投入を行いつつ、持続性の確保を目指します。 

■指標の設定･算定方法（データ取得方法） 

・公共交通の公的資金投入額を指標とし、毎年算出される行政負担金額により評価します。 

■目標の設定 

・現状値は２0２４年度の統計値とします。 

・５年目（令和１２年度）・１０年目（令和１７年度）は、高砂市の人口が減少する見込みであるこ

とを考えて、以下のとおり目標を設定します。 

 

評価指標 現状値 
中間目標値 

（令和１２年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

公共交通に係る 
市の財政負担額 

路線バス 3,444千円 現状維持 現状維持 

じょうとん 

バス 
６２,５５６千円 

９６,000千円 

以下 

１00,000千円 

以下 

 

指標４：交通結節点整備 

■設定の考え方 

高砂市の公共交通は、広域的な移動を支える鉄道や路線バスを中心に、じょうとんバスや

タクシーにより、きめ細やかな公共交通サービスを形成しています。こうした多様な交通手段

を利用して移動を担保する中では、各交通手段相互を結びつける交通結節点の快適性や利

便性の向上が、地域公共交通全体に対する利用者満足度を高め、利用者増の促進につなが

ります。こうした観点から交通結節点整備の推進を評価指標として考えます。 

■指標の設定･算定方法（データ取得方法） 

・完成もしくは着手を目標としている交通結節点整備（駅前広場等における環境整備）につい

て、その実施箇所数を指標として、毎年確認することで評価します。 

■目標の設定 

・現状値は２0２４年度の統計値とします。 

・５年目（令和１２年度）・１０年目（令和１７年度）は、整備計画に基づき以下のとおり目標を

設定します。 

 

評価指標 現状値 
中間目標値 

（令和１２年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

交通結節点整備 ０箇所 １箇所 ２箇所 
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指標５：高齢者割引の利用者数 

■設定の考え方 

高齢者割引の利用者数は、高齢者の経済的な負担を軽減し、外出を促進する仕組みとして

高齢化社会の移動ニーズに応える制度としてとても重要です。 

利用者数を把握することで、公共交通が高齢者の移動手段として役割を果たしているか否

かを評価する基盤とし、高齢化社会のニーズに応じた運行計画やサービス改善を図り、高齢

者が健康に地域社会で、いきいきと生活できる環境創出への寄与を図ります。 

■指標の設定･算定方法（データ取得方法） 

・じょうとんバスの７５歳以上の割引利用者数と、運転免許証返納割引利用者数の合計を指

標とし、毎年の利用実績により評価します。 

■目標の設定 

・現状値は２0２４年度の統計値とします。 

・５年目（令和１２年度）・１０年目（令和１７年度）は、現状値以上を目標とします。 

 

評価指標 現状値 
中間目標値 

（令和１２年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

高齢者割引の利用者数 14,771 人/年 現状値以上 現状値以上 

 

指標６：市民の公共交通利用意向率 

■設定の考え方 

自家用車の利用に依存した生活が定着している高砂市において、自家用車から公共交通

へと移動手段を変えることは、公共交通の利用者増と自家用車からの CO２排出量の削減に

もつながり、地域と地球環境の持続可能性の確保にも寄与します。その実現のためには、まず

市民の皆様の意識醸成が重要となります。モビリティ・マネジメント等の利用促進施策を継

続・推進し、公共交通の利用意向の向上を図ります。 

■指標の設定･算定方法（データ取得方法） 

・市民を対象としたアンケート調査で「公共交通の維持のため、積極的に利用しようと思いま

すか」という設問を設定し、公共交通に対する利用意向率を調査します。 

※評価頻度は５年に１度とします。 

■目標の設定 

・現状値は、２0２４年度に実施した、市民アンケート調査の結果によるものとします。 

・５年目（令和１２年度）・１０年目（令和１７年度）は、現状値以上を目標とします。 

 

評価指標 現状値 
中間目標値 

（令和１２年度） 
目標値 

（令和１７年度） 

市民の公共交通利用意向率 62.6％ 現状値以上 現状値以上 
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 計画の推進体制 

 計画の推進体制 

本計画は高砂市地域公共交通活性化協議会が主体となって実施します。計画理念である

『みんなでつくる、つながり広げる公共交通』の実現に向けては、関係者が一体となって支え

合いながら取組むことが大切です。市民の皆様、交通事業者、高砂市を含む行政は相互に連

携し、安全・安心に利用し続けることができる公共交通の実現を図ります。 

 

 
 

図５-１ 推進体制と役割
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 事業進捗の評価方法 

本計画の計画期間は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間です。 

本計画における事業は、計画、実施、評価、見直し・改善のサイクルを基本とし、５年単位の

サイクルと１年単位でのサイクルで推進していきます。 

５年単位のサイクルでは、本計画の策定（PLAN）をもとに事業を実施（DO）し、策定から５

年後に事業の中間評価（CHECK）を高砂市地域公共交通活性化協議会で行います。その上

で、必要に応じた事業の見直し・改善（ACTION）、見直し計画を検討（PLAN）します。 

１年単位のサイクルでは、事業を実施（do）しながら、前年度に実施した事業に対する評価

（check）を高砂市地域公共交通活性化協議会で行い、事業の見直し・改善（action）を行

い、それらを踏まえて、次年度の事業計画（plan）を検討します。 

表５-１は、本計画の計画検討を開始した令和７年度から中間評価を行う令和１２年度までの

サイクルを表したものです。令和１３年度以降は、令和１２年度に検討する見直し計画に基づい

て、同様に５年単位のサイクルを繰り返します。 

このようなサイクルを繰り返すことで、地域公共交通を取巻く環境の変化にも対応し、持続

的な高砂市の地域公共交通の維持・改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

図５-２ ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

表５-１ ＰＤＣＡサイクルスケジュール 

 

※１：検討・新規事業について初年度に調整を図った結果を受けて、次年度以降の取組み方針を計画・検討します。 

※２：前年度に実施した事業に対する評価を行います。 


